
認定要件に預貯金額が
あります。

第2段階

第3段階①

第3段階②

単身650万円、夫婦1,650万円

単身550万円、夫婦1,550万円

単身500万円、夫婦1,500万円

→

→

→

個室 820円 1,310円 1,310円 2,161円

所
得
の
低
い
方

区　分

第2段階

第3段階①

第３段階②

利用者様各位

短期入所生活介護宮の里かわだ利用料

　についてお知らせ致します。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

＊　所得の低い方は、滞在費・食費の負担が低くなります。

　この度は『宮の里かわだ』のショートステイをご利用いただき誠に有難うございます。ショートステイの利用料金

①年間所得・年金の額によって、保険給付外の滞在費・食費が第１段階～第４段階に分かれます。

第４段階

対　　象　　者

　・　市民税非課税世帯であって、年金収入額と合計所得金額の

　　　合計が８０万円以下の方

　・　市民税非課税世帯であって、年金収入額と合計所得金額の

　　　合計が８０万円超120万円以下

　・　市民税非課税世帯であって、年金収入額と合計所得金額の

　　　合計が120万円超～266万円未満

　・　上記以外の方

　＊　尚、申請に関しては、市役所または担当ケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

②滞在費について（保険給付外）

　・　宮の里かわだでは「個室」のみとなります。

　・　申請を行うと、『介護保険負担限度額認定証』（第2段階～第３段階の対象者のみ）が送られて来

　　　　ます。その認定証によって利用負担額が決まってきます。短期入所サービスを利用する際は、必ず

　　　　ご持参願います。　

　・　「滞在費」は室料＋光熱水費相当となっております。

滞在費の負担限度額（１日の費用）

第2段階 第3段階① 第３段階② 第４段階（基準額）



③食費について（保険給付外）

・食費の内、利用者全額自己負担（保険適用外）となるのは「食材料費」と「調理費」となります。

負担限度額 基準費用額

第2段階 第3段階① 第３段階② （第４段階）

600円／日 1,000円／日 1,300円／日
1800円／日

朝450円　昼800円　夕550円

　　　　・　所得の低い方の食費負担の上限は、以上のようになります。

④短期入所生活介護の介護費（保険給付）

・　要介護度によって、１日の介護基本料金が違ってきます。

・　宇都宮市は6級地のため、１単位＝10.33円となります。

介　　護　　料　　金

個室利用

要支援１ 523円／日

要支援２ 649円／日

要介護１ 696円／日

要介護２ 764円／日

・　施設送迎を御利用の場合、送迎加算として、片道184円頂きます。

要介護３ 838円／日

要介護４ 908円／日

要介護５ 976円／日

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　：　所定の単位数に8.3％加算されます。

⑥介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）：所定の単位数に2.7％加算されます。

⑦夜勤職員配置加算Ⅱ（保険給付）　※要支援1・2のご利用者様に関しては、対象外。

・ 夜勤を行う介護職員の数が最低基準を１人以上上回っている為、18円／日頂きます。

⑧送迎加算（保険給付）

⑨サービス提供体制強化加算Ⅱ（保険給付）

・　介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が6割以上であるため、18円／日頂きます。

⑪電気代（希望者オプション～実費）

・　テレビ、電気毛布は１日あたり１２０円、電気あんかは１日あたり６０円の電気代を頂きます。

⑩介護職員等ベースアップ等支援加算（保険給付）：所定の単位数に1.6％加算されます。



③食費について（保険給付外）

・食費の内、利用者全額自己負担（保険適用外）となるのは「食材料費」と「調理費」となります。

負担限度額 基準費用額

第2段階 第3段階① 第３段階② （第４段階）

600円／日 1,000円／日 1,300円／日
1800円／日

朝450円　昼800円　夕550円

　　　　・　所得の低い方の食費負担の上限は、以上のようになります。

④短期入所生活介護の介護費（保険給付）

・　要介護度によって、１日の介護基本料金が違ってきます。

・　宇都宮市は6級地のため、１単位＝10.33円となります。

介　　護　　料　　金

個室利用

要支援１ 523円／日

要支援２ 649円／日

要介護１ 696円／日

要介護２ 764円／日

要介護３ 838円／日

要介護４ 908円／日

要介護５ 976円／日

・　テレビ、電気毛布は１日あたり１２０円、電気あんかは１日あたり６０円の電気代を頂きます。

⑨サービス提供体制強化加算Ⅱ（保険給付）

・　介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が6割以上であるため、18円／日頂きます。

⑩電気代（実費）

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　：　所定単位数に8.3％加算されます。

⑥介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）：所定の単位数に2.7％加算されます。

⑦夜勤職員配置加算Ⅱ（保険給付）　※要支援1・2のご利用者様に関しては、対象外。

・ 夜勤を行う介護職員の数が最低基準を１人以上上回っている為、18円／日頂きます。

⑧送迎加算（保険給付）

・　施設送迎を御利用の場合、送迎加算として、片道184円頂きます。



⑩新型コロナウィルス感染症に対応する特例的な評価

696円／日

764円／日

⑧送迎加算（保険給付）

・ 夜勤を行う介護職員の数が最低基準を１人以上上回っている為、18円／日頂きます。

838円／日

要介護４

③食費について（保険給付外）

負担限度額 基準費用額

（第４段階）第2段階 第3段階①

・食費の内、利用者全額自己負担（保険適用外）となるのは「食材料費」と「調理費」となります。

1600円／日
朝400円　昼700円　夕500円

・　施設送迎を御利用の場合、送迎加算として、片道184円頂きます。

・　介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が6割以上であるため、18円／日頂きます。

第３段階②

600円／日 1,000円／日 1,300円／日

　　　　・　所得の低い方の食費負担の上限は、以上のようになります。

④短期入所生活介護の介護費（保険給付）

要支援１

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　：　所定単位数に8.3％加算されます。

・　要介護度によって、１日の介護基本料金が違ってきます。

要支援２

要介護１

要介護２

・　テレビ、電気毛布は１日あたり１２０円、電気あんかは１日あたり６０円の電気代を頂きます。

⑥介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）：所定の単位数に2.7％加算されます。

・　宇都宮市は6級地のため、１単位＝10.33円となります。

⑪電気代（実費）

908円／日

976円／日

介　　護　　料　　金

523円／日

個室利用

649円／日

・　新型コロナウィルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間

　　基本報酬に0.1％上乗せとなります。

要介護５

要介護３

⑦夜勤職員配置加算Ⅱ（保険給付）　※要支援1・2のご利用者様に関しては、対象外。

⑨サービス提供体制強化加算Ⅱ（保険給付）



第　２　段　階
要介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

976
基本料金

個室 個室 個室 個室 個室

820 820

個室 個室

523 649 696 764 838 908

820 820

食費 600

送迎（片道） 184

滞在費 820 820 820

サービス
提供体制Ⅱ 18

夜勤職員
0 18

配置Ⅱ

2,791

1日あたりの料金となります。2泊3日の利用の場合は、3倍の料金となります。（電気料は別途加算されます。）

第　4　段　階

合　計
2,251 2,396 2,470 2,548 2,633

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

2,713

要介護５

基本料金

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

要介護度

649 696 764 838 908

要介護４

976

滞在費 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161

523

7,841 8,075

5,174 5,254 5,332

6,548

食費 1800

送迎（片道） 184

サービス
提供体制Ⅱ 18

夜勤職員
0 18

配置Ⅱ

加算
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等ベースアップ等支援加算

加算
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等ベースアップ等支援加算

6,704

3割 6,517 6,950 7,112 7,346
合計

1割 4,792 4,937 5,011 5,089

1日あたりの料金となります。2泊3日の利用の場合は、3倍の料金となります。（電気料は別途加算されます。）

2割 5,624 5,913 6,062 6,218 6,387

7,600

所定単位数に12.6％加算されます。1単位＝10.33円となります。

所定単位数に12.6％加算されます。1単位＝10.33円となります。



個室 個室 個室

3,586 3,660 3,823

要介護３

個室

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等ベースアップ等支援加算

1310

3,681

18

3,603

1310 1310 1310 1310 1310

3,438

サービス
提供体制Ⅱ 18

18
配置Ⅱ

3,738 3,981
合　計

夜勤職員
0

3,9033,441

送迎（片道）

13101310 1310

649 696 764523

滞在費

184

基本料金
838 908 976

1310 1310

要介護２

食費 1,300

夜勤職員

配置Ⅱ

3,141 3,286 3,360 3,523
合　計

1日あたりの料金となります。2泊3日の利用の場合は、3倍の料金となります。（電気料は別途加算されます。）

0

加算

個室

第　3　段　階　①

第　3　段　階　②
要介護度 要支援１ 要支援２

個室 個室 個室

要介護１

個室 個室

個室

523 696

サービス
提供体制Ⅱ

送迎（片道） 184

18

764 838

個室 個室

加算
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等ベースアップ等支援加算

1日あたりの料金となります。2泊3日の利用の場合は、3倍の料金となります。（電気料は別途加算されます。）

要介護度 要支援１

基本料金

要介護４ 要介護５要介護２ 要介護３要介護１要支援２

908

滞在費

食費 1,000

1310

個室

649 976

要介護４ 要介護５

1310 1310

所定単位数に12.6％加算されます。1単位＝10.33円となります。

所定単位数に12.6％加算されます。1単位＝10.33円となります。


